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○ 内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診・特定保健指導の費用は、当健保組合から受診した健診機関にお支払いたします。          

受診した後は、当健康保険組合にご連絡いただく必要はありません。 

※ 上記以外の項目を受けた場合など、個人負担となった金額のみを窓口でお支払ください 

 

～メタボリック症候群の予防改善のための健診です～ 
受診される際には、「受診券（セット券）」と「保険証」を持参ください。 

 

健診の結果から、メタボリック症候群の 

予防改善のための「特定保健指導」の 対

象となることがあります。 

→ 保健師や管理栄養士などの専門家の   

アドバイスを受けながら、食事や運動 

などの生活習慣を見直し、メタボを  

改善する絶好の機会となります。 

→ 対象となった場合は、健診当日から    

保健指導を受けることができる場合が 

あります。詳しくは、受診される    

健診機関にお尋ねください。 

かかりつけの病院やお住いの市町村が実施

している「特定健診」を受診できます。 

※ 詳細は、かかりつけの主治医やお住いの 

市町村の保健センターか国民健康保険の 

窓口にお尋ねください。 

※ 市町村によっては、実施時期が       

限られていたり、国民健康保険      

組合の加入者以外は受けつけて     

いない場合がありますので、      

ご希望の際はお早めにご確認ください。 

 

  実施している健診機関は、下記で調べる 

ことができます。お近くの健診機関に  ご

自身で予約し、お受けください。 

○ 健康保険組合連合会                                 

特定健診等実施機関検索 

http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm 

※ 閲覧する際のパスワードに「特定健診受診

券」、または「保険証」が必要となります

ので、お手元にご用意ください。 

どこで受けたらよいか 

わからない場合は 
特定保健指導について 


